
宮城県新型コロナウイルス感染症対策介護ワーキンググループ 

令和 3 年 3 月 12 日（令和 4 年 9 月 2 日修正版） 

水際対策：新型コロナウイルスを施設に持ち込まないための参考指針 

介護施設における水際対策は、周辺地域での流行状況に応じて緩急をつけることが望ましい。 

本指針では、周辺地域で流行が発生していない状況から（平時でも）実施する項目を○で、周辺地域で

流行が発生した状況で実施する項目を●で表記する。流行状況を判断する目安としては、宮城県の感染

状況（直近 1 週間の陽性者数、直近 1 週間とその前 1 週間の比、感染経路不明な者の割合）、あるいは施

設のある保健所管内の陽性者数やクラスター発生等を参考にして判断する。 

 

◆換気とマスクを徹底する◆ 

 COVID-19 の主な感染経路はエアロゾルであることを念頭に感染対策を行う。エアロゾルであるタバ

コの煙は遠くなるほど希釈されて薄くなり、風があれば流れ去ってしまう。そのイメージを持ちながら、

環境に応じて換気を工夫する。機械換気と常時窓開け温度差換気が基本。スモークテストを実施して空

気の流れを確認し、CO2 モニターでチェックする。扇風機やサーキュレーター、空気清浄機などを活用

する。パーテーションは空気の流れを妨げることがあるので注意する。浴室、共用トイレ、職員の更衣室

や休憩室などはとくに換気に注意する。送迎車を走行中は外気モードとし、適宜窓を開け、ユニバーサル

マスクで会話を控える。 

不織布マスクをフィッティングに十分注意しながら着用する。利用者にもできるだけ不織布マスクの

着用を求める。周辺地域で流行が発生した状況では更衣室や休憩室での職員同士のマスクなしでの会話

を制限し、黙食を推奨する。職員の更衣室や休憩室の利用時間をずらし、他のユニットの職員との交流を

制限することなども検討する。 

 

◆来訪者へのチェックを徹底する◆ 

施設に出入りする前にチェックを行う。対応する職員によって差が生じないよう、来訪者問診票等を準

備しておく。 

○来訪者が使用する可能性のあるすべての入口を特定して健康チェックを実行できるいくつかの入口へ

誘導し、それ以外のアクセスを制限する。入口にはアルコール消毒液と体温計を設置し、検温および手

指消毒を実施した上で、来訪者問診票の記入を要請する。非接触型体温計の場合は、外気によって正確

に測定できないことがあることに留意。 

○訪問診療や厨房、自販機入換えなど、週に１回以上来訪する事業者には、その都度アルコール消毒によ

る手指消毒と検温を行い、さらに週１回を目安として来訪者問診票の記入を要請し、状況の把握に努め

る。 

○来訪者問診票には、次の項目を記載する 

・来訪後 2 日以内に発熱や風邪症状が出現した場合は、速やかに当該施設に連絡を入れること 

・軽微であっても発熱や咳などの症状があれば面談をお断りすること 

・無症状でも不織布マスクを着用、入り口で手指を消毒して面談すること 



・施設で発生した場合に、来訪者について保健所へ情報提供する必要があること（そのために氏名お

よび連絡先を記入してもらう必要があること） 

○来訪者問診票で、以下の基本５項目をチェックする 

①体温 

②当日の有症状（発熱・咳・倦怠感・息苦しさ・味覚、嗅覚異常・咽頭痛・鼻水・嘔気、嘔吐、下痢、

頭痛など） 

③１週間以内の自身の有症状 

④１週間以内の有症状者との接触歴、および感染者・濃厚接触者との接触歴 

⑤１週間以内の三密な行動歴（家族以外との会食やカラオケ、換気が不十分な場所に集まるなど） 

〇面会場所は共有スペースや多床室ではなく、居室（個室に限る）や屋外を含む特定の場所とし、換気に

留意する。 

●利用者への面会以外の訪問（ボランティア、学生、求職者、見学者、訪問販売、理美容等）は原則とし

て禁止する。 

●家族等の面会は、たとえば予約制として時間や場所を指定し、換気と距離に配慮しながら、できるだけ

面会を継続できるように努力する。CO2 モニターや空気清浄機の利用も検討する。周辺地域で流行が

発生した状況では、飲食はマスク会食や黙食を心がける。 

●面会制限によって家族と疎遠にならないよう、利用者の状況について、定期的に電話や手紙等で報告

する。また Web 面会などの利用を推進する。 

●必要不可欠な医療介護従事者のみが施設や訪問家庭に入る。出入りする者をできるだけ固定する。遠

隔医療に対応できるようにタブレット等を準備しておく。 

 

◆職員と利用者の健康管理を徹底する◆ 

○全ての職員と、その同居者について、出勤当日の勤務開始前に前記の基本 5 項目をチェックする。職

員の体温は、例えば出勤前、出勤時、退勤前に測定する。発生したときに接触者を迅速に把握するため、

職員の前日の職場内行動歴（一緒に休憩、マスクなしで会話、近距離で喫煙など）もチェックする。ま

た、職員の副業をチェックし、その職場が三密状況（飲食店など）に該当しないかを確認しておく。 

○通所系サービス（デイ・SS・小規模多機能型居宅介護）の利用者と、その同居者について、利用前日な

いし利用当日の利用開始前に、電話などで前記の基本 5 項目をチェックする。利用者の体温は、例えば

利用開始前（送迎時）と利用中に測定する。 

○職員は勤務中に発熱や風邪症状が現れたときは直ちに上司に報告し、現場を離れる。 

○「感染が疑われる者との濃厚接触が疑われる者」との接触を管理し、接触があれば感染予防強化か自宅

待機を検討する。 

○有症状の職員および利用者の自宅待機については、以下を基準として検討する。 

・職員および利用者が発熱時は、解熱後２４時間で職場復帰あるいは利用再開 

・職員および利用者の家族が発熱時は検査や受診結果によって判断する 

●１週間以内の三密な行動歴（家族以外との会食やカラオケ、換気が不十分な場所に集まるなど）、お

よび緊急事態宣言などが発出されている流行地への往来履歴があった場合は、以下を基準として検討

する。 



・職員の出勤：7 日間は不織布マスクのフィッティングに十分注意しながら健康観察を強化して体調

に注意しながら勤務する。 

・通所系サービスの利用：７日間は不織布マスクのフィッティングに十分注意しながら健康観察を強

化して体調に注意しながら利用する。十分な促しによってもマスク着用が困難な方は、個別に換気

と距離に配慮しながらできるだけサービスの継続に努力する。感染症の専門家とも相談の上、状況

に応じて PCR 検査や抗原検査等も考慮する。 

●職員、職員家族が有症状の場合は、以下を基準として検討する。 

・症状をチェックした上で、かかりつけ医ないし近医に相談 

・COVID-19 を疑う場合には基本的に本人がかかりつけ医に受診、あるいは相談センターに連絡す

る。同じような症状を複数の者が呈していた場合には施設から保健所に連絡して情報共有する。 

・検査の実施に関わらず不織布マスクの着用を徹底しながら 7 日間が経過するまで健康観察を強化す

る。 

・症状の持続が３日以内であれば消失後４８時間で復帰とし、４日以上あるいは症状が変化した場合

（特に肺炎症状）であれば再度かかりつけ医に受診、あるいは相談センターに連絡する。 

●利用者、利用者家族が有症状の場合は、以下を基準として検討する。 

・症状をチェックした上で、かかりつけ医ないし近医に相談 

・COVID-19 を疑う症状を利用者及びその家族が呈している場合には、施設から保健所に連絡して

情報共有する。 

●職員が自宅待機となった場合は、朝夕２回の検温結果と健康状態について職員から上長に、有症状時

は速やかに、無症状時は夕方の検温後に、報告する。 

●入居系事業所では有症状者（職員と入居者）の発生を発症日ごとの積み上げグラフでチェックし、集

団感染の兆候を見逃さないようにする。呼吸器症状のない典型的でない症状（下痢、味覚異常による

食欲低下、頭痛など）の感染者がいることをいつも念頭に置く。だるさは脱水などで、発熱は嚥下性

肺炎や膀胱炎などで、くしゃみや鼻水はアレルギー性鼻炎などでもみられるので、まず治療が遅れる

ことのないように医療機関との連携を図る。同時に、そうした症状は COVID-19 である可能性もあ

り、疑わしければすべて有症状者として積み上げ、保健所やかかりつけ医と連携して検査につなげて

いく。また、有症状者の居室などを施設見取り図に落とし込んで、空間的な広がりの有無も合わせて

チェックする。時間経過とともに回復するなら COVID-19 の可能性は低く、広がりをみせるなら

COVID-19 を疑う。クラスターの発生が疑われる時は、速やかに管轄の保健所に報告する。 

 

◆入浴介助と口腔ケア◆ 

●入浴介助や口腔ケアを行うときはエアロゾルの発生に留意する。周辺地域で流行が発生した状況では、

不織布マスクの着用を強化し、CO2 モニター（外気で 415～450ppm であることを確認し、室内で

1000ppm 以下を目安とする）やサーキュレーターを使用して換気を徹底する１。夏場などでマスク着用

                                                      

１ 冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法 

https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000698848.pdf 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000698848.pdf


下での入浴介助が難しい場合や、ユニットバスで換気が徹底しない場合などは、入浴サービスを休止す

ることも検討する。 

 

◆医療機関との協議◆ 

●予め保健所や医療機関と協議し、流行時は遅滞なく PCR 検査や抗原検査を実施すること。また電話再

診や遠隔診療が可能になるように準備しておく。受診する場合は不織布マスクを着用する。透析患者が

いる場合は、当該地域に COVID-19 の患者が発生した場合の取り扱いについて、あらかじめ協議して

おく。 


